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１ 令和６年度報酬改定における改訂事項（抜粋）

２ 非常災害対策及び感染症対策

３ 事故防止対策

４ 虐待の未然防止及び苦情処理体制の整備

説明項目
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（１） 通所介護等における入浴介助加算の見直し
（２） 通所介護、地域密着型通所介護における個別機能訓練加算の

人員配置要件の緩和及び評価の見直し
（３） 通所介護・地域密着型通所介護における認知症加算の見直し
（４） 豪雪地帯等において急な気象状況の悪化等があった場合の通

所介護費等の所要時間の取扱いの明確化
（５） 通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化

１ 令和６年度報酬改定における改訂事項（抜粋）
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１（１）通所介護等における入浴介助加算の見直し①

【出典】厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改訂事項について」

R６改定
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１（１）通所介護等における入浴介助加算の見直し②

【出典】厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改訂事項について」

福祉用具専門相談員
・機能訓練指導員・
地域包括支援センタ
ー職員を追加

医師などの指示の
もと介護職員が訪
問して、ＩＣＴ活
用で医師などと連
携でもＯＫ

通所介護計画
への記載で個
別入浴計画に
代替OK

R６改定



Q.入浴介助に関する研修とは具体的にどのような内容が想定さ
れるのか。

A.具体的には、脱衣、洗髪、洗体、移乗、着衣など入浴に係る一

連の動作において介助対象者に必要な入浴介助技術や転倒防
止、入浴事故防止のためのリスク管理や安全管理等が挙げられ
るが、これらに限るものではない。

なお、これらの研修においては、内部研修・外部研修を問わず、入
浴介助技術の向上を図るため、継続的に研修の機会を確保され
たい。
（令和６年度介護報酬改定に関するQ＆A（vol.1)問60）
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Q.入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者が居宅において利用者自身で又は

家族等の介助により入浴を行うことができるようになることを目的と
するものであるが、この場合の「居宅」とはどのような場所が想定さ
れるのか。

A.利用者の自宅（高齢者住宅（居室内の浴室を使用する場合のほ

か、共同の浴室を使用する場合も含む。）を含む。）のほか、利用者
の親族の自宅が想定される。なお、自宅に浴室がない等、具体的な
入浴場面を想定していない利用者や、本人が希望する場所で入浴
する には心身機能の大幅な改善が必要となる利用者にあっては、

以下①～⑤をすべて満たすことにより、当面の目標として通所介護
等での入浴の自立を図ることを目的として、同加算を算定することと
しても差し支えない。
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① 通所介護等事業所の浴室において、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉
士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことが
できる福祉 用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その
他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者が利用者の動作を評価する。

② 通所介護等事業所において、自立して入浴することができるよう必要な設備（入
浴に関する福祉用具等）を備える。

③ 通所介護等事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の動作を評価した
者等との連携の下で、当該利用者の身体の状況や通所介護等事業所の浴室の環
境等を踏まえた個別の入浴計画を作成する。なお、個別の入浴計画に相当する内
容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別の入浴計画の作
成に代えることができるものとする。
④ 個別の入浴計画に基づき、通所介護等事業所において、入浴介助を行う。

⑤ 入浴設備の導入や心身機能の回復等により、通所介護等以外の場面での入浴
が想定できるようになっているかどうか、個別の利用者の状況に照らし確認する。
（令和６年度介護報酬改定に関するQ＆A（vol.1)問62）
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１（２）通所介護、地域密着型通所介護における個別機能訓練加算の人員
配置要件の緩和及び評価の見直し①

【出典】厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改訂事項について」

R６改定
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１（２）通所介護、地域密着型通所介護における個別機能訓練加算の人員
配置要件の緩和及び評価の見直し②

【出典】厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改訂事項について」

R６改定



Q.個別機能訓練加算(Ⅰ)イにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に
従事する理学 療法士等を１名以上配置することとなっている。また個別
機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、個別機能訓練加算（Ⅰ）イの要件であ

る、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を１名以上配
置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士
等を１名以上配置することとなっているが、これらの理学療法士等は病院、
診療所、訪問看護ステーション等との連携により確保することとしてもよ
いか。

A. 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロについては、いずれの場合も、当該

加算を算定する事業所に理学療法士等を配置する必要があることか
ら、事業所以外の機関との連携により確保することは認められない。

（令和６年度介護報酬改定に関するQ＆A（vol.1)問56）
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１（３）通所介護・地域密着型通所介護における認知症加算の見直し

【出典】厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改訂事項について」

R６改定
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１（４）豪雪地帯等において急な気象状況の悪化等があった場合の通所介護
費等の所要時間の取扱いの明確化

【出典】厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改訂事項について」

降雪等…局地的大雨や雷、竜巻、ひょう
なども含まれる。例えば、急な気象状況
の悪化等により道路環境が著しく悪い状
態等も含むこととして差し支えない。

R６改定
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１（５）通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化

【出典】厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改訂事項について」

R６改定



15

（１） 業務継続計画（BCP）の策定
（２） 業務継続計画（BCP）未策定事業所に対する減算の導入
（３） 衛生管理等

２ 非常災害対策及び感染症対策
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２（１）業務継続計画（BCP）の策定①

【出典】厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改訂事項について」

R６改定

① 感染症や災害への対応力強化を図るために義務化
・ 感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する当該サー
ビスの提供を継続的に実施し、及び非常時の体制で早期の業務再開
を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当
該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。

・ 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに必要な研
修及び訓練（シミュレーション）を定期的（年１回以上）実施する
こと。

・ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計
画の変更を行うこと。
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２（１）業務継続計画（BCP）の策定②

【出典】厚生労働省「介護施設・事業所における感染症発生時の業務継続ガイドライン」

R６改定

② 感染症に係る業務継続計画の記載内容
・ 平時対応（体制構築・整備、感染
防止に向けた取組、備蓄品の確保、
研修・訓練の実施）

・ 初動対応
・ 感染症拡大防止体制の確立（保健
所との連携、接触者への対応、関係
者との情報共有（事故報告）等）
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２（１）業務継続計画（BCP）の策定③

【出典】厚生労働省「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」

R６改定

③ 災害に係る業務継続計画の記載内容
・ 平常時の対応（建物・設備の安全
対策、電気・水道等のライフライン
が停止した場合の対策、必要品の備
蓄等）

・ 緊急時の対応（業務継続計画の発
動基準、対応対策等）

・ 他施設及び地域との連携
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２（２）業務継続計画（BCP）未策定事業所に対する減算の導入

【出典】厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改訂事項について」

R６改定



20

２（３）衛生管理等

【出典】厚生労働省「令和６年度介護報酬改定における改訂事項について」

① 事業所における感染症の発生の予防及びまん延の防止のための対策
を検討する「委員会（リモート会議等）」をおおむね６月に１回以上
開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

② 事業所における感染症の発生の予防及びまん延の防止のための指針
を整備すること。
・ 平時の対策（手洗いの基本、早期発見のための日常の観察項目
等）

・ 発生時の対応（発生状況の把握、感染拡大の防止、医療機関や保
健所等、関係機関との連携など）

③ 事業所において、従業者に対し、感染症の発生の予防及びまん延の
防止のための研修及び訓練を定期的（年１回以上）実施すること。
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（１） 事故発生時の対応
・ 市町村、利用者の家族、居宅介護
支援事業者等への連絡を行うととも
に、必要な措置を講じる

・ 事故の状況、事故に際してとった
処置について記録

・ 賠償すべき事故の場合には、損害
賠償を速やかに行う

（２） 事故の再発防止に向けた対応
・ 再発に向けた要因の分析
・ 再発防止策の検討
・ 従業員への周知徹底

（３） 事故報告

３ 事故防止対策

県南局
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（１） 虐待の防止
（２） 高齢者虐待防止措置未実施減算の導入
（３） 身体拘束等の適正化の推進
（４） 苦情処理体制の整備
（５） LGBT等の性的指向・性自認を持つ方への配慮

４ 虐待の未然防止及び苦情処理体制の整備
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４（１）虐待の防止① R６改定

利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、虐待の未然防止、
早期発見、迅速かつ適切な対応の観点から次の措置を講じること。

① 虐待防止検討委員会の設置
虐待の防止のための対策を検討する「委員会（リモート会議等可）」

を定期的（おおむね６月に１回以上）開催するとともに、その結果につ
いて従業者に周知徹底を図ること。
・ 周知した記録（研修記録等）を残すこと
・ 構成メンバーは管理者を含む幅広い職種で、メンバーの責務及び役
割分担を明確にすること
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４（１）虐待の防止① R６改定

※ 虐待防止検討委員会における具体的な検討事項（想定）
・ 委員会その他事業所内の組織に関すること
・ 指針の整備に関すること
・ 職員研修の内容に関すること
・ 従業者が相談・報告できる体制整備に関すること
・ 従業者が虐待を把握した場合に市町への通報が迅速に行なわれるた
めの方法

・ 発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策
・ 「再発防止策」を講じた際に、その効果についての評価に関すること
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４（１）虐待の防止② R６改定

② 虐待の防止のための指針の整備
次の項目を盛り込むこと。
・ 虐待の防止に関する基本的な考え方
・ 委員会その他事業所内の組織に関する事項
・ 職員研修に関する基本方針
・ 虐待発生時の対応に関する基本方針
・ 虐待発生時の相談・報告体制に関する事項
・ 成年後見制度の利用支援に関する事項
・ 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
・ 利用者等に対する指針の閲覧に関する事項
・ その他、虐待防止の推進のために必要な事項
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４（１）虐待の防止③、④ R６改定

③ 従業者に対する虐待防止研修の実施
・ 委員会が作成した「研修プログラム」等に基づき、従業者に対し、
適切な知識を普及、啓発するための定期的な研修（年１回以上）及
び新規採用時の研修を実施し、その内容を記録（報告書等の作成）
すること。（事業所の内部及び外部研修を含む）

・ 復命書には、開催日時、場所、講師名、出席者名及びその研修に
使用したテキストの写しなどを添付すること。

④ 担当者の設置
①②③に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置すること。



27

４（２）高齢者虐待防止措置未実施減算の導入① R６改定
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４（２）高齢者虐待防止措置未実施減算の導入② R６改定
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４（３）身体的拘束等の適正化の推進① R６改定
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４（３）身体的拘束等の適正化の推進② R６改定
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４（４）苦情処理体制の整備

・ 利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、
苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じる

・ 苦情を受け付けた場合には、苦情の内容等を記録すること
・ 利用者からの苦情に関して市町が行う調査に協力するとともに、市
町から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に
従って必要な改善を行わなければならない

・ 利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会（以下、「国保
連」という。）が行う調査に協力するとともに、国保連からの指導又
は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改
善を行わなければならない

（５）LGBT等の性的指向・性自認を持つ方への配慮

・ 利用者の意思・人格を尊重したサービス提供に努めること



32

【補足】介護職員等処遇改善加算について

資料９ 「11.介護職員等処遇改善加算」のページを御参照ください。


